
        令和２年度 文京区障害者地域自立支援協議会 
第１回権利擁護専門部会 次第 

 
日時 令和２年９月３０日（水）午後３時から 
場所 文京区民センター３階 ３A 会議室 

 
 
 

１ 開会 
   
２ 議題 

議題１ 昨年度の振返りと令和２年度の活動（案）について 
【資料第２、３、４、５、６号】 

議題２ 成年後見制度利用促進にかかる中核機関について    【資料第７号】 
議題３ 成年後見制度を利用するにあたっての金銭的課題について 

     （１）文京区における助成制度の現状          【資料第８号】 
（２）文京区における困難事例             【資料第９号】 

  
３ その他 
  （１）次回日程                   
     
 
 
 
【配付資料】 
・開催次第 

 ・委員名簿                           【資料第１号】 
 ・昨年度の振返り                        【資料第２号】 
 ・令和２年度文京区障害者地域自立支援協議会各専門部会の検討事項について 

 【資料第３号】 
 ・権利擁護専門部会の課題や提言について             【資料第４号】 
 ・自立支援協議会（親会）での権利擁護専門部会の報告議事録 （抜粋）【資料第５号】 
 ・令和２年度権利擁護専門部会の活動（案）について        【資料第６号】 
 ・成年後見制度利用促進にかかる中核機関について         【資料第７号】 
 ・文京区における成年後見制度利用に関する助成制度について    【資料第８号】 
 ・文京区における困難事例 ※会議終了後回収           【資料第９号】 
  



【資料第１号】

令和2年9月30日

敬称略

役職名 委員名 所属機関・団体・施設名

協議会会長 髙山　直樹 東洋大学　社会学部社会福祉学科　教授

親会委員 松下　功一 文京槐の会 は～とぴあ2施設長

親会委員 藤枝　洋介 文京区障害者就労支援センター　センター長

親会委員 安達　勇二 文京地域生活支援センターあかり

委員 新堀　季之 社会福祉士（高齢者あんしん相談センター駒込センター長）

〃 美濃口　和之 文京区障害者基幹相談支援センター

〃 浦﨑　寛泰 弁護士

〃 箱石　まみ 司法書士

〃 安田　剛一 大塚地区民生委員・児童委員協議会 

〃 山口　恵子 文京区知的障害者相談員

〃 杉浦　幸介 当事者委員

〃 久米　佳江 当事者委員

〃 平石　進 文京区社会福祉協議会　権利擁護センター係長

区　委員 岡村　健介 知的障害者福祉司

〃 渋谷　尚希 身体障害者福祉司

〃 加藤　たか子 予防対策課（保健師）

事務局 林　悦子 文京区社会福祉協議会　権利擁護センター

文京区障害者地域自立支援協議会　権利擁護専門部会委員名簿



【資料第２号】 

 【昨年度の振返り】 

 

権利擁護専門部会の課題や提言について（案）    令和 2年 2月 26日 全体会資料 

 

1 これまでの取り組み 

 権利擁護のうち、権利擁護専門部会では、「成年後見制度」、および「意思決定支援」の中

でも特に「選挙における投票行動」について検討してきた。部会員での議論に加え、知的障

害関係親の会の方との成年後見制度の勉強会・意見交換や、リアン文京での入所者に対する

投票支援の取り組みを学んだ。 

 

2 成年後見制度について（主な課題と提言） 

 課題 提言 

周
知
・
相
談 

親なき後の対応について 

①相談窓口がわかりにくい 

⇒高齢者の窓口は多くある 

②利用開始時期が判断しにくい 

⇒期間は長いことが予測される 

③親としては，身近な支援者に頼みたい 

⇒後見人等の選任は家裁で裁定 

 

①障害者にあった広報活動の実施 

親の会や施設での勉強会や広報の実施 

②利用開始時期についての検討機会の確保 

⇒ACP，ロールモデルの検討と提示 

③後見人等による身上監護（保護）の可視化 

 ⇒後見人を軸としたケアチームの確立 

後
見
人
サ
ポ
ー
ト 

①後見人等に対する過度の期待 

 ⇒親と同じ役割を期待される 

 ※後見人等には事実行為はできない 

②これまでの支援者が離れることがある 

 ⇒インフォーマルな支援体制の反動 

①後見人等の役割周知 

⇒後見人ができることの共有 

⇒ケアチームの確立と役割分担 

②後見人等サポート体制の確立 

 ⇒申立から後見人等選任までの連携維持 

 （これまでの支援者へプロセス開示） 

報
酬
や
制
度
上
の
課
題 

①成年後見制度利用の報酬負担 

⇒利用期間や単価が読みにくい 

②後見人等からの（偽）権利侵害 

⇒後見人等への疑義申立窓口が不明 

③後見人等の柔軟な利用が困難 

 ⇒常に専門職後見人等が必要か 

④合法的な権利侵害の仕組みとのそしり 

 ⇒制度に権利侵害が内包されている 

①報酬助成制度の柔軟な運用 

⇒限定条件の緩和や社会保障制度の新設 

②後見人等の活動に関する指導権限の確立 

 ⇒（指導）検討機関の擁立 

③ライフパスに合わせた柔軟な制度の確立 

 ⇒複数人・市民・法人後見等の柔軟な活用 

④権利擁護に資するための検討 

 ⇒将来のあるべき姿と制度の活用の検討 

 

3 意思決定支援について（主な課題と提言） 

 課題 提言 

選
挙
時
に
お
け
る

意
思
決
定
支
援 

①投票行動への支援 

 ⇒ハード面での工夫はされている 

 ⇒身体面の合理的配慮は進んでいる 

②知的障害者に対する支援 

⇒恣意的でない候補者選定の支援とは 

⇒選挙権行使の理解が低い 

①アクセシビリティや合理的配慮について 

 ⇒当事者の声を伝えさらなる改善を図る 

 ⇒合理的配慮は継続して啓発する 

②障害特性や支援の個別性を勘案し 

 ⇒自らが選べる環境や支援の理解促進 

 ⇒基本的権利に関する支援者理解の促進 

 



                                 【資料第３号】 
 

 

令和２年度文京区障害者地域自立支援協議会 

各専門部会の検討事項について 

 

令和元年度における各専門部会（以下「部会」という。）の活動については、これ

まで積み重ねた議論の中で見えた課題等を整理した上で、次期障害者・児計画に盛

り込むことを前提として実現可能な施策を検討することとしていた。 

これを踏まえ、令和２年度の各部会の検討事項は、下記の事項とし、下記事項につ

いては、文京区障害者地域自立支援協議会へ検討の進捗状況及び議論の方向性を報

告する。 

また、各部会は、検討事項に属さない事項についても、必要に応じて検討するもの

とする。 

 

１ 相談支援専門部会（2回） 

  相談に関する課題や問題点を分析し、相談支援体制のシステム等についての調

査・研究・検討を行う。 

 

 

 

２ 就労支援専門部会（2回） 

  就労に関する相談や支援内容等についての調査・研究・検討を行う。 

 

 

 

３ 権利擁護専門部会（3回） 

  権利擁護に関する課題や支援のあり方についての調査・研究・検討を行う。 

 

 

 

４ 障害当事者部会（3回） 

  障害当事者からの情報発信等についての検討等を行う。 

 

 

 

５ 地域生活支援専門部会（3回） 

  障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築について検討を行う。 

 

次期障害者・児計画に盛り込むことを前提として令和元年度に検討した施

策について、より具体的に検討していく。 
 

次期障害者・児計画に盛り込むことを前提として令和元年度に検討した施

策について、より具体的に検討していく。 
 

障害当事者部会で検討した内容について、区民へ向けた障害理解を深める

ための啓発活動を行う。 

次期障害者・児計画に盛り込むことを前提として令和元年度に検討した施

策について、より具体的に検討していく。 

令和３年度に地域生活支援拠点を設置する駒込・富坂地区の地域課題への

対応について検討する。 



1

権利擁護専門部会の
課題や提言について

1. これまでの取り組み

2. 成年後見制度について（主な課題と提言）

3. 意思決定支援について（主な課題と提言）

令和2年2月26日 全体会資料

1

下命事項

権利擁護に関する課題や支援の
あり方についての調査・研究・検
討を行う。

2

これまでに抽出された課題やニーズ等の中
から、優先順位及び実現可能性を整理した
上で、次期障害者・児計画に盛り込む施策
を検討する。

1. これまでの取り組み

•権利擁護
• 「成年後見制度」

•知的障害関係親の会の方との成年後見制
度の勉強会・意見交換

• 「意思決定支援」
• リアン文京での入所者に対する投票支援の
取り組み

•選挙における投票行動支援

3

2. 成年後見制度について
1.周知・相談
2.後見人サポート
3.報酬や制度上の課題

3. 意思決定支援について
1.投票時における意思決定支援

4

2. 成年後見制度について
【周知・相談】

利用開始時期が判断しにくい

⇒期間は長いことが予測される

⇒支援者側もどのタイミングで情報
提供するか迷うことがある。

利用開始時期についての検討機会の確保

⇒人生設計や利用例の検討と提示

課題①

提言

5

2. 成年後見制度について
【周知・相談】

相談窓口がわかりにくい

⇒高齢者の窓口は多い

障害特性にあった広報活動の実施

⇒親の会や施設での勉強会や広報の実施

課題②

提言

6

【資料第４号】



2

2. 成年後見制度について
【周知・相談】

親としては，身近な支援者に頼みたい

⇒後見人等の選任は家裁で裁定

後見人等による身上監護（保護）の可視化

⇒後見人を軸としたケアチームの確立

課題③

提言

7

2. 成年後見制度について
【後見人サポート】

後見人等に対する過度の期待

⇒親と同じ役割を期待される

※後見人等には事実行為はできない

後見人等の役割周知

⇒後見人ができることの共有

⇒ケアチームの確立と役割分担

課題①

提言

8

2. 成年後見制度について
【後見人サポート】

これまでの支援者が離れることがある

後見人等サポート体制の確立

⇒これまでの支援者へ支援プロセス開示

課題②

提言

9

2. 成年後見制度について
【報酬や制度上の課題】

成年後見制度利用の報酬負担

⇒利用期間や単価が読みにくい

助成制度の限定条件緩和など柔軟な運用

⇒新たな社会保障制度の検討（保険など）

課題①

提言

10

2. 成年後見制度について
【報酬や制度上の課題】

後見人等からの疑わしい権利侵害

⇒後見人等への疑義は家裁へ相談

指導監督権限のある監督人・家裁との連携

課題②

提言

11

2. 成年後見制度について
【報酬や制度上の課題】

後見人等の柔軟な利用が困難

⇒常に専門職後見人等が必要か

時期や状況に合わせた柔軟な制度の運用

⇒複数人・市民・法人後見等の柔軟な活用

課題③

提言

12



3

2. 成年後見制度について
【報酬や制度上の課題】

合法的な権利侵害ではないか

将来のあるべき姿の確認と制度の活用

課題④

提言

13

３.　意思決定支援について
【投票時における意思決定支援】

投票行動への支援

⇒ハード面での工夫はされている

⇒身体面の合理的配慮は進んでいる

バリアフリーや合理的配慮について

⇒当事者の声を伝えさらなる改善を図る

⇒合理的配慮は継続して啓発する

課題①

提言

14

３.　意思決定支援について
【投票時における意思決定支援】

知的障害者等に対する支援

⇒支援者に左右されない候補者選定

⇒選挙権行使の理解が低い

障害特性や支援の個別性を勘案し

⇒自らが選べる環境や支援の理解促進

⇒基本的権利に関する支援者理解の促進

課題②

提言

15

















【資料第６号】 

令和２年度権利擁護専門部会の活動（案）について 

 

1. 令和２年度の権利擁護専門部会活動方針 
成年後見制度利用促進法を踏まえ文京区においても権利擁護の推進、成年後見制度利

用促進の観点から中核機関を設置していく方針である。 
成年後見制度を利用するにあたり、費用負担が大きな課題になることから、この点に

ついて文京区の現状を確認し、助成制度だけでなく、市民後見制度や基金など様々な方

策を他地区の事例を学び、「文京区モデル」となる案を作成し、親会に提言する。 

 

2. スケジュール 
（１） 第１回（９月） 

・昨年度までの振返り、課題の確認（費用面） 
・成年後見制度利用促進にかかる中核機関 
・文京区のおける成年後見制度利用に関する助成制度の現状 
・区内における困難事例 
・他地区の事例概要 

（２） 第２回（１１月） 
・文京区の現状把握 
・様々な方策による支援制度（助成制度、社協の法人後見、市民後見・ＮＰＯ

による後見、後見基金設立）と他地区の事例 
（３） 第３回（令和３年２月） 

・文京区モデル（案）の検討と働きかけていくか 
・提言（案）のまとめ 

 

 



成年後見制度利用促進
にかかる中核機関につ
いて

文京区社会福祉協議会

権利擁護センター

【資料第７号】



権利擁護支援
の地域連携
ネットワーク
づくりのため
の中核機関
（国の考え方）

 成年後見制度利用促進基本計画

１ 利用者がメリットを実感できる制度・運用への改善

２ 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり

・権利擁護支援が必要な人の発見と早期からの

相談体制の整備

・専門職団体等との協力体制（協議会）、コーディネート

を行う「中核機関」の整備

・地域連携ネットワーク及び中核機関の①制度の広報

②制度利用の相談③制度利用促進（マッチング）

④後見人等の支援の機能を整備

 市区町村の役割

権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関、協議会

等の整備等



権利擁護支援連携協議会実務者会議
権利擁護支援連携協議会

厚
生
労
働
省

イ
メ
｜
ジ
図

文
京
区

文京区

１

２



文京区における権利擁護支援のしくみ（予定案：社協作成）

権利擁護支援連携協議会（色々な関係団体）

様々な権利擁護に関する案件

区長申立案件

※１ 様々な機関が関係する
案件（連携がとりにくい・意
見対立課題が多岐にわたる）

地域（近隣住民、民生委員や包括・基幹・社協等の支援機関やサービス事業所等）

連携調整会議
（主催：福祉政策課）

チームケース会議
（主催：各支援担当者・機関）

権利擁護支援連携協議会実務者会議

ケース会議

中核機関
（事務局や会議の運営）

※１の場合虐待等緊急対応

区

情報共有・協力体制

専門職団体や関係機関が
連携体制を強化し、権利
擁護支援における地域課
題の整理を実施する

専門的助言等
の支援確保

②

①

専門的な意見
付与等を行っ
ても解決でき
ない、制度上
の課題や地域
課題等につい
て話し合って
いく（予定）



【資料第８号】 

文京区における成年後見制度利用に関する助成制度について 

令和２年９月３０日現在 

 申し立て助成 報酬助成 

対象 

文京区在住の 
① 住民税が、非課税、または均

等割り課税の方 
② 生活保護受給世帯 

文京区に住所を有する 
① 生活保護の方 
② 生活保護に準じる方 

助成額 

① 切手代、印紙代等実費 
（９，９００円以内実費） 

② 鑑定費料 
（１０万円上限実費） 

③ 診断書、住民票等実費 

① 後見人報酬 
月額上限２８，０００円 

（家庭裁判所が決定した金額） 
② 後見人が負担とすることが

困難と認めた必要な事務費 
助成回数 原則、申し立て時１回 原則、毎年 

実績 
（令和元年度） 

２件（高齢者） １５件 
（内訳） 
知的・精神障害者計５件 
高齢者     １０件 

実施・窓口 
文京区社会福祉協議会 
（権利擁護センター） 

文京区福祉部福祉政策課 
（地域福祉係） 

 ※部会用に作成した概要です。詳細はご確認ください。 


	【資料第０号】令和２年度第2回開催次第
	【資料第１号】令和２年度権利擁護部会名簿xls
	権利擁護部会

	【資料第２号】昨年度の振返り
	【資料第３号】令和２年度文京区地域自立支援協議会各専門部会の検討事項について
	【資料第４号】権利擁護部会の課題や提言について
	【資料第５号】第１回親会議事録（抜粋版）
	【資料第６号】令和２年度権利擁護専門部会の活動（案）について
	【資料第７号】成年後見制度利用促進にかかる中核機関について
	成年後見制度利用促進にかかる中核機関について�
	権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりのための中核機関（国の考え方）
	スライド番号 3
	文京区における権利擁護支援のしくみ（予定案：社協作成）

	【資料第８号】文京区における成年後見制度利用に関する助成制度について

